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平 成 ２ ６ 年

上砂川町議会第２回臨時会会議録（第１日）

５月１９日（月曜日）午前１０時００分 開 会

午前１０時２６分 閉 会

〇議事日程 第１号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 会期決定について

５月１９日 １日間

第 ３ 議案第２０号 上砂川町税条例の一

部を改正する条例制定について

（追加日程）

第 ４ 同意第 ２号 副町長の選任につき

同意を求めることについて

第 ５ 同意第 ３号 教育委員会委員の任

命につき同意を求めることについて

〇会議録署名議員

６番 髙 橋 成 和

７番 横 溝 一 成

◎開会の宣告

〇議長（堀内哲夫） おはようございます。ただ

いまの出席議員は、伊藤議員所用のため欠席の届

け出がありましたので、８名でございます。

なお、理事者側につきましては、全員出席して

おります。

定足数に達しておりますので、平成26年第２回

上砂川町議会臨時会は成立いたしましたので、開

会いたします。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

〇議長（堀内哲夫） 直ちに本日の会議を開きま

す。

◎会議録署名議員指名について

〇議長（堀内哲夫） 日程第１、会議録署名議員

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第124条の規定に

よって、６番、髙橋議員、７番、横溝議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎会期決定について

〇議長（堀内哲夫） 日程第２、会期決定につい

て議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１

日にしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

よって、会期は、本日１日に決定いたしました。

◎町長就任挨拶

〇議長（堀内哲夫） ここで、町長選挙後初めて

の議会でございますので、奥山町長からご挨拶を

いただきたいと思います。

〇町長（奥山光一） 皆さん、おはようございま

す。議長のご指示をいただきましたので、町長就

任に当たってのご挨拶をさせていただきます。

このたびの町長選挙におきましては、議員の皆

様を初め多くの町民の皆様方からの温かいご支援

とご厚情を賜り、無投票当選の栄に浴し、町長と

して町政を担当させていただくことになりまし

た。心より感謝を申し上げます。改めて町長とい

う職務の責任の重さを痛感しているところであり

ますが、これから４年間町政を担当させていただ
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くに当たり、大変身の引き締まる思いとともに町

長に就任いたしました以上は私の持てる力を尽く

しまして町民のために町政執行に努めてまいる決

意を新たにしているところであります。

本町は、少子高齢化問題、人口減少問題、さら

には財政健全化問題など諸課題が山積しておりま

すが、これまでこれらの諸問題の解決に積極的に

取り組まれ、このたび退任されました貝田町長に

は心から敬意を表するところであります。私は、

貝田町政での基本姿勢であります町民との協働の

町づくりを継承しながら、新たな視点、新たな発

想のもと新しい上砂川町の町づくりを組み立て５

年後、10年後を見据えつつ町民の皆様とともに将

来につながる活力ある安心、元気、個性豊かな町

づくりの実現のために本町が抱えます少子高齢化

問題や人口減少問題、財政健全化問題などの諸課

題解決に多くの町民の皆様方のご意見を拝聴し、

町民の皆さんと一緒に考え、誤りのない行政運営

に努めてまいります。

特に少子高齢化、さらには人口減少問題につき

ましては、税収等の減少など町政運営全般に影響

を及ぼすもののみならず、地域経済にも大きく影

響を与える課題でありますことから、一日も早い

対策のもと、将来に向け持続可能な行財政運営が

なせるよう全力を傾注してまいります。また、議

員の皆様方もご承知のとおり、本町には基盤とな

る産業がないことから、人口の定着化や移住対策

のためにも新たな雇用の場の確保も急務であり、

このほか超高齢化社会を迎え、それらに対する対

応など、議会の皆様方、住民の皆様方、そして行

政が一体となり、課題克服に努めなければならな

いというふうに考えております。

現在日本の経済は、回復傾向にあると言われて

おりますが、地方、とりわけ私どものような小規

模自治体にはその実感はなく、依然として厳しい

環境にあり、国の財政状況によってはさらに厳し

い局面も予想されますが、国の動向を迅速かつ丁

寧に把握しながら、議員各位並びに町民の皆様方

のお力をお借りいたしまして、職員と一緒になっ

て知恵を出し、創意工夫によりこの困難な局面を

乗り切っていきたいとの気概を持って町づくりを

進めていきたいと考えております。そのために、

私は町政執行に当たり誠心誠意努力してまいる所

存でありますので、どうか議員の皆様方にはさら

なるご指導、ご協力を賜りますようよろしくお願

いを申し上げまして、簡単ではございますが、町

長就任に当たってのご挨拶にかえさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

◎議案第２０号

〇議長（堀内哲夫） それでは、議事日程に従い、

議事を進めてまいります。

日程第３、議案第20号 上砂川町税条例の一部

を改正する条例制定について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました議

案第20号 上砂川町税条例の一部を改正する条例

制定について提案の理由を申し述べますので、ご

審議くださるようお願いいたします。

提案の理由といたしましては、地方税法の一部

を改正する法律が公布されたことに伴い、上砂川

町税条例の関係条項の一部を改正するものである

こと。

以下、内容の説明は総務課長からいたしますの

で、よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由の説明を終

わります。

引き続き内容の説明を求めてまいりますが、条

例本文の内容が相当量となっておりますので、読

み上げについては省略したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

本文の読み上げについては、省略することに決

定いたしました。
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それでは、米田総務課長。

〇総務課長（米田淳一） それでは、ご指示によ

りまして、議案第20号について内容の説明をいた

します。

お手元に配付しております資料ナンバー１をご

参照願います。このたびの改正は、地方税法施行

令及び施行規則の一部を改正する政令、省令の公

布に伴い、上砂川町税条例の関係条項の一部を改

正するものでございます。

改正の内容でございます。初めに、（１）、個

人住民税に係る改正でございます。①の公的年金

からの特別徴収の見直しのうち、ア）、転出した

場合における年金特別徴収の継続につきまして、

現行年金を受給されており、住民税を納税する義

務のある方に対しては納税の利便から年金からの

特別徴収制度がございますが、これら年金特別徴

収の対象者が賦課期日後に町外に転出した場合は

特別徴収から普通徴収に変更されることとなって

おります。今回の改正では、それら納税者が町外

に転出した場合においても引き続いて特別徴収が

できることとするものでございます。

次に、イ）、特別徴収の仮徴収税額の算定方法

の見直しにつきまして、現行では年金特別徴収の

仮徴収税額の４月、６月、８月分は前年度の２月

に当たる額を徴収することとなっておりますが、

扶養親族の減による扶養控除の減額などの理由に

より当該年度の年税額が前年度から大きく変動し

た場合に年金徴収額に不均衡が生じることから、

今回の改正においては前年度の年税額の６分の１

を仮徴収することにより次年度以降の徴収額の平

準化を図るものでございます。

次に、②、金融商品に係る損益通算範囲の拡大、

公社債等に対する課税方法の変更につきまして

は、金融証券課税の一体化の拡充を図るため、表

にございますとおり上場株式等の配当及び譲渡損

益の間でのみ認められている損益通算について、

一定の公社債等の利子及び譲渡損益まで損益通算

の範囲を拡大するものでございます。また、非課

税とされている公社債等の譲渡損益についても住

民税５％、所得税15％、合わせて20％の申告分離

課税の対象とするよう改正するものであります

が、この２点の改正により影響を受ける方は現時

点本町にはいらっしゃいません。

続きまして、（２）、国民健康保険税に係る改

正でございます。①の所得割額の算定の見直しに

つきましては、ただいま説明いたしました個人住

民税の金融商品に係る損益通算範囲の拡大、公社

債等に対する課税方法の変更に伴い国保税の所得

割額の算定を見直すものでありますが、住民税同

様現時点本町での対象者はいらっしゃいません。

②の課税限度額の改正でございますが、被保険

者間における保険税負担の公平の確保を目的に、

表にありますように後期高齢者支援分を現行14万

円から16万円に、介護保険分を現行12万円から14

万円にそれぞれ２万円ずつ引き上げるものでござ

いますが、現在本町でこの改正により保険税が引

き上げとなる該当者はいらっしゃいません。

③の低所得者に係る保険税軽減の拡充につきま

しては、ア）において、現在２割軽減の対象とさ

れている単身世帯が５割軽減の対象となるよう軽

減判定の見直しをすること及びイ）では、２割軽

減の対象となっている世帯の１人当たりの軽減判

定所得金額を現行35万円から45万円に引き上げる

見直しにより、それぞれ保険税軽減の拡充を図る

ものでございます。

なお、これら改正によりまして、参考に記載し

ておりますように本町における国保税軽減世帯の

うち２割軽減世帯は、単身世帯と所得金額の見直

しにより５割軽減へ移行する世帯がありますこと

から、軽減世帯総数は増加するものと見込むもの

でございます。

以上が内容の説明でございますが、ただいま議

長のお取り計らいによりまして条例本文の読み上

げは省略させていただきますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（堀内哲夫） 内容の説明を終わります。



－5－

以上で提案理由並びに内容の説明が終了いたし

ましたので、これより順次、質疑、討論、採決を

行ってまいります。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） ないようですので、打ち切

ります。

これより討論を行います。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 討論なしと認めます。

これより議案第20号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、議案第20号 上砂川町税条例の一

部を改正する条例制定については、原案のとおり

決定いたしました。

◎追加日程について

〇議長（堀内哲夫） ただいま議長の手元に同意

案件２件が所定の手続を経て提出されております

ので、急施事件としてこれを認め、追加日程のと

おり追加し、議題に付したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、追加議事日程のとおり追加するこ

とに決定いたしました。

◎同意第２号

〇議長（堀内哲夫） 日程第４、同意第２号 副

町長の選任につき同意を求めることについて議題

といたします。

慣例によりまして、林教育長は退席願います。

〔教育長 林 智明 退場〕

〇議長（堀内哲夫） それでは、提案理由の説明

を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました同

意第２号 副町長の選任につき同意を求めること

について提案の理由並びに内容の説明をいたしま

すので、ご審議くださるようお願い申し上げます。

提案の理由といたしましては、本町副町長に平

成26年５月20日より林智明教育長を選任すること

について議会の同意を求めるものであること。

内容の説明をいたしますので、本文をご参照願

います。

副町長の選任につき同意を求めることについ

て。

次の者を本町副町長に選任したいので、地方自

治法第162条の規定により、議会の同意を求める。

住所、上砂川町字鶉85番地29（鶉４条３丁目４

番７号）。氏名、林智明。生年月日、昭和35年12

月25日。職業、上砂川町教育長。備考、任期４年。

本件は人事案件でありますので、全会一致をも

ってご同意くださるようお願いいたします。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由の説明を終

わります。

本件は人事案件でございますので、この際質疑、

討論を省略し、即決でまいりたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

これより同意第２号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、町長提案のとおり

同意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、同意第２号 副町長の選任につき

同意を求めることについては、同意することに決

定いたしました。

〔教育長 林 智明 入場〕

◎副町長就任挨拶
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〇議長（堀内哲夫） ここで副町長に選任されま

した林氏から挨拶を受けます。

〇教育長（林 智明） 議長からご指示がありま

したので、一言ご挨拶をさせていただきます。

ただいま副町長選任の同意案件につきまして、

議員各位に同意を賜り、心より感謝を申し上げま

す。

私は、図らずも副町長を命ぜられ、職責の重さ

に身の引き締まる思いであります。先ほど町長も

挨拶で申しておりましたが、本町まだまだ多くの

課題を抱えておりますが、行政推進に当たりまし

ては奥山町長の意向に沿い、町民の声をよく聞い

て町民のための行政運営に誠心誠意努力してまい

りたいと考えております。

副町長として私は、もとより微力で荷が重過ぎ

るのでありますが、本町のため、町民のために全

力を尽くす所存でありますので、議員各位におか

れましては今まで同様ご指導、ご鞭撻を賜ります

よう心からお願い申し上げ、簡単でありますが、

挨拶にかえさせていただきます。今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。

◎同意第３号

〇議長（堀内哲夫） 日程第５、同意第３号 教

育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて議題といたします。

慣例によりまして、飯山企画振興課長は退席願

います。

〔企画振興課長 飯山重信 退場〕

〇議長（堀内哲夫） それでは、提案理由の説明

を求めます。奥山町長。

〇町長（奥山光一） ただいま上程されました同

意第３号 教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについて提案の理由並びに内容の説明を

いたしますので、ご審議くださるようお願い申し

上げます。

提案の理由といたしましては、林智明委員が平

成26年５月19日で辞任することに伴い、後任に飯

山重信企画振興課長を任命することについて議会

の同意を求めるものであること。

内容の説明をいたしますので、本文をご参照願

います。

教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について。

次の者を本町教育委員会委員に任命したいの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第１項の規定により議会の同意を求める。

住所、上砂川町字上砂川45番地22（本町南３丁

目２番２―２号）。氏名、飯山重信。生年月日、

昭和37年11月２日。職業、上砂川町職員。備考、

任期、前任者の残任期間。

本件は人事案件でありますので、全会一致をも

って同意くださるようお願いいたします。

以上でございます。

〇議長（堀内哲夫） 以上で提案理由の説明を終

わります。

本件は人事案件でございますので、この際質疑、

討論を省略し、即決でまいりたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

これより同意第３号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、町長提案のとおり

同意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（堀内哲夫） 異議なしと認めます。

したがって、同意第３号 教育委員会委員の任

命につき同意を求めることについては、同意する

ことに決定いたしました。

〔企画振興課長 飯山重信 入場〕

◎教育長就任挨拶

〇議長（堀内哲夫） ここで教育委員に任命され

ました飯山氏から挨拶を受けます。

〇企画振興課長（飯山重信） 議長からご指示が

ありましたので、ご挨拶をさせていただきます。
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ただいま議員の皆様よりご同意をいただき、ま

ことにありがとうございます。

私は、この職務を命ぜられ、重責に身の引き締

まる思いであります。私自身、教育行政は初めて

でございますが、奥山町長が取り組んでいく子育

て支援施策の中で教育行政は大変重要な役割を担

っていると思っております。微力でございますが、

本町の教育行政推進のために全力で努めてまいり

ます。

議員の皆様におかれましては、これまで以上の

ご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し

上げ、簡単でありますが、ご挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。

◎閉会の宣告

〇議長（堀内哲夫） 以上で本臨時会に付議され

ました案件の審議は全部終了いたしました。

したがって、平成26年第２回上砂川町議会臨時

会を閉会いたします。

どうもご苦労さまでした。

（閉会 午前１０時２６分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 髙 橋 成 和

署 名 議 員 横 溝 一 成


